
小鹿野町道路除雪作業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、行政区が実施する建設機械等による除雪作業に対し補助金

を交付することにより、降雪時における地域での自主的な除雪作業が促進され

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 事業者とは、小鹿野町内に事業所があり、除雪を行うことのできる建設機

械等を保有する者をいう。 

 (2) 建設機械等とは、建設機械で公道を走行できるもの及びハンドガイド式除

雪機をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、行政区が実施する除雪作業で、次の各

号の全てに該当するものとする。 

(1) 道路の除雪であること。ただし、私道は、３世帯以上が使用しているもの

に限る。 

(2) 行政区が自ら又は事業者に要請して実施する建設機械等による除雪である

こと。 

(3) 積雪量がおおむね２０センチメートル以上の降雪に伴う除雪であること。

ただし、積雪量が２０センチメートル以上と予想される場合の除雪を含む。 

  （補助金の額） 

第４条 補助金の交付は、１回の降雪に対して１回とする。補助金の額は、燃料

費相当額とし、別表１に定めるところによる。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする行政区（以下「申請者」という。）は、

道路除雪作業補助金交付申請書兼請求書（別記様式。以下「交付申請書」とい

う。）に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 前項の交付申請書の提出期限は、除雪作業を行った年度の末日までとする。 

（補助金の交付決定） 



第６条 町長は、前条の交付申請書を確認し、補助金を交付すべきものと認めた

ときは、申請があった日の属する月の翌月末日までに補助金を交付するものと

する。 

２ 前項の規定による交付決定に係る申請者への通知は、補助金の交付をもって

これに代えるものとする。 

（除雪作業に伴う事故） 

第７条 除雪作業に伴い、第三者の所有する工作物又は物品を毀損した場合及び

作業中に人の生命又は身体を害した事故が発生した場合についての責任は、行

政区で負うものとする。  

（補助金の返還） 

第８条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと

認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる 

。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

別表１（第４条関係） 

単位 作業時間 補助金額 上限額 

半日 ４時間以内 実績額 5,000 円 

１日 
４時間を超え 

８時間以内 
実績額 10,000 円 

 


